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表３ 発生時の現場での対応フローチャート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

直ぐにその場を離れる・逃げる 

自身の安全確保を優先しその場から立ち去る 

その場を離れ、 

事業所に連絡する 

外傷が

軽い 

場合 

直ぐに 

または

必要時 

警察に 

通報 

する 

受診を 

する 

救急車を

手配し、

受診をす

る 

受診先では労災の可能性がある

ため、健康保険証は使用しない 

☆診断書の原本を取っておく 

☆けがの状況の写真を撮ってお

く 

管理者へ 

・発生時の

状況を 

報告する 

（暴力・ハ

ラスメント

行為者・発

生場所・発

生経過・被

害状況等） 

・自身の傷

病状況を報

告する管理

者の指示の

もと行動 

する 

外傷が

重い 

場合 

暴力・ハラスメント行為者に対し

て、ケアの中断が必要な場合、その

ケアの実施に関する対応を行う 

ケアに問題がない場合、今後の対応

を協議し、必要な対応や関連職種と

連携を図る 

訪問時、下記のような状況に遭遇していませんか 

・表情険しく、 

にらんでいる 

・文句を言う 

・性的な嫌がらせ 

・言動から不快を

感じる 

・大声で威圧 

・恐怖を感じる 

・身の危険を感じ

る 

 

・叩く等の暴力が

ある 

・凶器を見せ脅す 

・襲いかかってく

る 

 

・暴行をうける 

・身体に傷害をう

ける 

 

暴力・ハラスメント行為者と 

一定の距離をとる 

暴力・ハラスメ

ント行為者に話

をすることが可

能である 

暴力・ハラスメ

ント行為者に話

をすることが困

難である 

その場

から 

立ち去

る 

ケアを

継続し

ない 

必要な 

ケアを継

続し終了 

する その場を離れ、事業所に連絡する 

事業所に

戻り管理

者に報告

する 

発生時の状況を管理者に報告する（暴力・

ハラスメント行為者・発生場所・発生経

過・被害状況等）管理者の指示のもと行動

する 

事業所の管理者の指示により、必要な対応を実施 

暴力・ハラスメント行為者に対

して、低い声で話しかけ、落ち

着いて話せる環境をつくる 

不快な行為に対し、やめるよう

に伝える 

身の危

険を感

じる 

不快な

行為を

やめな

い 

安全で

あるこ

と判断

ができ

る 

低 高 危 険 


